
呉市都市部　技術監理室からお知らせ

法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出について（改正）

令和２年１０月１日以降に指名・公告し，呉市建設工事請負契約約款に基づき契約する
すべての工事について，契約締結後に法定福利費を明示した請負代金内訳書を発注者へ
提出することが必要となります。

  詳しくは，技術監理室のページよりご覧ください。

     ＊下記アドレスをクリック＊

           ↓↓↓

https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/105/houteifukuri-ukeoidaikinutiwakesho-kaisei.html


